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アイコンの説明…  日▶日にち  時▶時間  場▶場所  対▶対象  定▶定員  内▶内容  費▶費用  申▶申込み  持▶持ち物  他▶その他

義援金のご報告

赤い羽根共同募金助成金の
要望を受け付けています
赤い羽根共同募金助成金の
要望を受け付けています

車いすの貸出し車いすの貸出し募集 貸出し 貸出し

あなたのご相談に無料でお答えしますあなたのご相談に無料でお答えしますあなたのご相談に無料でお答えしますあなたのご相談に無料でお答えします

　埼玉県共同募金会では、県民の皆様からお寄せいただい
た寄付金をもとに、様々な福祉活動を実施する社会福祉施
設や団体等に資金支援（＝助成）を行っています。共同募金
の助成事業に関する問合せは、随時受け付けているほか、
Zoomによる個別相談も行っています。
　なお、要望書等は埼玉県共同募金会
ホームページから取得できます。

　車いすに乗ったまま乗降可能な福祉車両（軽自動車ワゴ
ン）を貸し出します。
■対市内在住の歩行困難で車いすを利用されている方
■費無料（ガソリン代等の実費は利用者負担）
■申電話、または窓口で予約受付け後、申請書を提出
　（予約受付けは、利用希望
　日の 1か月前から）
＊申請時に運転する方の免許
　証を持参ください。

貸出期間
短　　期　２週間以内（いったん返却後、再度貸出し可能）
長　　期　最長６か月以内（原則１回限り）
利用方法　貸出窓口に直接お越しください。

生活支援課
け や き 荘
くすのき荘
ゆりのき荘
ひ の き 荘

越ヶ谷４-１-１中央市民会館２階・・
新川町２-５５・・・・・・・・・・・・・・・
大杉６５５・・・・・・・・・・・・・・・・・・
増林３-２-２・・・・・・・・・・・・・・・・
川柳町２-５０７-１・・・・・・・・・・・・・

℡（966）2251
℡（965）5822
℡（979）6600
℡（992）6601
℡（973）7903

社会福祉法人
埼玉県共同募金会 ☎048（822）4045問合せ 生活支援課 ☎（966）2251問合せ 生活支援課 ☎（966）2251問合せ

URL https://akaihane310.com/jyosei.php

住民参加型在宅支援家事サービス事業
「ほほえみサービス」ほほえみスタッフを募集
住民参加型在宅支援家事サービス事業
「ほほえみサービス」ほほえみスタッフを募集

募集

　地域や家庭でその人らしい生活が安心して送れるよう、家事援助サービス
を提供する、有償の支え合い活動です。
　高齢者や障がい者、ヤングケアラー、病気やけが、産前産後の方などに家事
援助サービスを提供する「ほほえみスタッフ」を募集します。
　登録には、顔写真1枚（縦3.5㎝×横2.5㎝程度）を持参いただきます（スナッ
プ写真も可）。詳しくはお問い合わせください。
※地域によって登録状況に差があるため、登録後すぐに活動におつなぎでき
　ない場合もございます。
■対市内在住の方　＊経験、資格は問いません。
■内居室等の掃除や整理整頓、洗濯、買い物、調理等の日常生活における家事等
活動日　月～金曜日（祝日、年末年始を除く。）午前９時～午後５時
　　　　（家事援助サービスは、多くて週に１～２回、１～２時間程度）
報　酬　１時間８００円
＊１時間を超えた場合は３０分ごとに４００円

　お預かりした義援金は、中央共同募金会から災害義
援金配分委員会へ送金され、取りまとめ後、各市町村を
通じて被災者へ配分されます。ご協力ありがとうござい
ました。

職員（介護サービス部門）を募集します！職員（介護サービス部門）を募集します！ 介護保険事業課 ☎（973）7343問合せ

福祉のまちづくりをすすめる仲間を募集します！福祉のまちづくりをすすめる仲間を募集します！ 企画管理課 ☎（966）3411問合せ

No

1

2

職種

非常勤
ヘルパー
(夜間)

直行
ヘルパー

応募方法

試　　験

随時募集、次の①と②を介護保険事業課(宮本町1-151-101)へ持参のこと。①任意の履歴書(自筆で記入のこと。)②該当する資格証書の写し

書類選考合格者のみ面接試験(試験日は後日連絡)

受験資格 職務の概要 勤務場所 勤務時間 賃金 採用日

採用日

随時

随時

70歳未満の方で、介護職員初任者研修課
程（旧訪問介護員養成研修2級課程）以上
を修了し、スマートフォンをお持ちの方

高齢者や障がい者の
訪問介護

高齢者や障がい者の
自宅等での身体介護や
家事援助、外出介助

　社会福祉協議会（中央市民会館内）と老人福祉センター
４館で車いすの貸出しを行っています。
事業内容　市内在住（本人または介助者）で一時的に車いす
を必要とする方に無料で貸し出します。
貸出窓口

福祉車両の貸出し福祉車両の貸出し

人事異動のお知らせ

当協議会の４月１日付人事異動の内容は次のとおりです（管理職。〔　〕内は、旧職名）。
▽副事務局長(兼)企画管理課長(兼)介護保険事業課長　中島寛人
　〔企画管理課長(兼)障害者福祉センターこばと館所長〕

▽地域福祉課長　田中裕人〔介護保険事業課長〕

▽企画管理課副課長(兼)障害者福祉センターこばと館所長　髙橋晶子〔企画管理課統括主幹〕

▽指定障害福祉サービス事業所「しらこばと」所長　瀬尾正義
　〔指定障害福祉サービス事業所「しらこばと」主幹〕

▽障害者相談支援センター「しらこばと」所長　金田一知子
　〔障害者相談支援センター「しらこばと」主幹〕

▽地域福祉課副課長　近藤裕子〔地域福祉課地域福祉担当主幹〕

▽成年後見センター所長　染谷優太〔成年後見センター主幹〕

【３月３１日付退職者】

▽佐藤久恵〔地域福祉課長〕

 
 
 

70歳未満の方で、介護職員初任者研修課
程（旧訪問介護員養成研修2級課程）以上
を修了し、普通自動車運転免許証を有する
とともにスマートフォンをお持ちの方

保育士
（アドバイザー）
または補助員

子育てサロン
（新越谷ヴァリエほか）

昭和34年4月2日以降に生まれ、保育士
または幼稚園教諭の資格を有する方、ま
たは子育て支援員研修を修了している方
ただし、補助員については資格不要

子育てサロンでの相談援助、
保育、各種講座の実施、事務
（簡単なパソコン操作）等

週3日
9：00～17：15の間で3～7時間
土日祝日勤務あり、シフト制

生活支援課 ☎（966）2251問合せ

（令和６年３月３１日現在）

日給7,200円(４時間)
資格手当（介護福祉士）、勤続手当、
その他各種手当あり
＊職員労働組合に加入することとします。

時給1,150円
補助員（無資格者）1,070円

時給1,470円～1,690円
移動手当、遠距離手当、資格手当(介護福祉士)、
その他各種手当あり

都合の良い時間で
週２日程度から

20:00～24:00
週１日から
(二人体制にて勤務)シフト制

介護保険事業課
(宮本町1-151-101)

　   1　応募方法
次の①、②を当協議会企画管理課へ持参（平日8：30～17：15）してください。
①当協議会指定の履歴書(履歴書は、当協議会窓口（企画管理課）で配付または
　当協議会ホームページから印刷する。）
②該当する職種の受験資格に記載されている資格証書の写し

2　応募期間 随時募集　   

　   3　試験
書類選考合格者のみ面接試験

4　雇用期間　
契約期間は原則1か年、更新の可能性あり（定年退職日は、満65歳に達した年度の
3月31日まで）。
規定により副業は不可

No 職種 受験資格 職務の概要 勤務場所 勤務時間 賃金

1
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

令和６年能登半島地震災害義援金令和６年能登半島地震災害義援金
さくらい健康マージャンクラブ
越谷市演芸協会
小さな小さな音楽会 山田恭弘とオカリナアンサンブル ｅ音 
坂田　庸子
田井　玲子
コーラス虹
蒲生地区民生委員・児童委員協議会
南団地自治会
越谷市ボランティア連絡会
越谷市ボランティア連絡会 正・副代表者会
シニア・カフェ越ヶ谷
匿名
募金箱

２０,３００円
１０７,１３６円
７,４００円
１０,０００円
１０,０００円
１２,０６１円
４０,０００円
１６１,２７４円
５０,０００円
９,３２１円
２,０００円
1,000円
61,776円

----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

--------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
-----------------------------------

----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

引き続き、皆様のご協力をお願い致します。引き続き、皆様のご協力をお願い致します。順不同・敬称略 生活支援課 ☎（966）2251問合せ

総合福祉相談（原則電話相談のみ）
　福祉情報の提供や心配ごとの相談を受けます。当協議会の各施設等でも相談を受けており
ますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
■日月～金曜日（祝日を除く）　■時午前９時～午後４時

資金の貸付相談（予約制）
　低所得世帯、障がい者世帯等の自立・援助を目的とした貸付けの相談を受けます。
■日月～金曜日（祝日を除く）　■時午前９時～午後４時
■場中央市民会館２階生活支援課

予約方法
　月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分に電話にて予約を受け付けます。




